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鉄道や航空機等の事故が発生した場合は、住民生活に重大な被害を及ぼす可能性がある

ことから、事故による住民への影響や被害の軽減を図るため、事故発生時の対応を明確に示

し、迅速な対応を行う。 

対 策 の 体 系
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大規模事故、危険物事故、大規模火災、その他の原因により、住民生活に重大な被害を及ぼ

す事態（以下「大規模事故等」という。）が発生し、または発生するおそれがある場合に、被

害状況を把握し、災害の周辺地域への拡大防止を図り、住民の避難誘導や救援救護活動等を

実施することにより住民の生命と財産を確保することを目的とする。 

対 策 の 体 系

第１節　警戒活動

第２節　鉄道災害対策

第３節　道路災害対策

災害対策期の活動

第４節　航空災害対策

第５節　危険物等応急対策

第６節　放射性物質災害対策

第７節　林野火災対策
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 議会事務局・財政管理課・総務課・会計課・税務課

 健康福祉課・国保介護支援課・住民課

 建設課・地域振興課・農林振興課

 
 

災害の規模に応じた体制を確保するとともに、大規模事故等が発生し、又は発生するお

それがあるとき、危機管理活動に従事するため、災害対策基本法第 23 条の２及び上郡町

災害対策本部条例に基づき、災害対策本部を設置し、明確な役割分担に基づく適切な応急

活動を行うため、初動期からの組織及び事務分掌を定める。

対 策 の 体 系

第１　組織体制及び職員の配置 

第２  災害警戒本部の設置 

第３　災害対策本部の設置 

第４　組織の設置 

第５　各部の事務分掌 

実 施 主 体
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 知事から火気気象通報を受け、災害発生のおそれがあるとき 

(3) その他、組織体制検討メ

取 組 内 容
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 (1) 大規模事故により局地的な被害が発生したとき、または発生す

るおそれのあるとき。 

(2) 知事から火災気象通報を受け、火災警報を発令するとき。 

(3) その他、組織体制検討メンバーが必要と認めたとき。

副町長若しくは組織体

制検討メンバーの指示

により参集
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 住民課、企画広報課 危機管理監（住民課長）

企 画 広 報 課 長

 総務課、財政管理課、 

税務課、議会事務局、 

会計課

議 会 事 務 局 長 

財 政 管 理 課 長 

総 務 課 長 

税 務 課 長 

会計管理者（会計課長）

 健康福祉課、国保介

護支援課、住民課 

健 康 福 祉 課 長 

国 保 介 護 支 援 課 長 

住 民 課 長

 建設課、地域振興課、

農林振興課

建 設 課 長 

農 林 振 興 課 長 

地 域 振 興 課 長

 上下水道課 上 下 水 道 課 長

 教育委員会 生 涯 学 習 課 長 

教 育 推 進 課 長
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①　大規模事故等の規模 　　　　　　②　被害状況・被害予測（被災場所とその内容等） 

③　対応状況　　　　　　　　　　　 ④　その他必要な事項
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住民、兵庫県、相生警察署、その他必要と認められるもの
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高齢者等避難  

避難  
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※本部の組織図
各部の構成 

  

 
本部会議

建設産業部総務部 厚生部
副本部長

本 部 員

本 部 長

◎建設班 

・産業班 

・機動協力班 

◎総務班　　・管財班 

・情報・広報班 

・調査班　　・出納班 

・機動協力班 

◎民生班　 

・医療班　 

・環境衛生班　 

・機動協力班　 

本部事務局

◎統括班　・企画班

教育部上下水道部

◎上下水道班 ◎施設班 

・教育班 

・機動協力班 

赤穂市消防本部上郡消防署

19 分団上郡町消防団
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 危機管理監（住民課長）

長、財政管理課長、税務課長、健康福祉課長、国保介護支援課長、地

域振興課長、農林振興課長、上下水道課長、会計管理者（会計課長）、

生涯学習課長、教育推進課長、※赤穂市消防本部上郡消防署長、※上郡

町消防

 

 

 

 

  

指示等  
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員

本

部

長

各
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長

町 　 　 長

各  課  長
覚

知

者

本 部 事 務 局 

住 民 課 長 

企画広報課長

職 　 員

消 防 団 員

職 　 員

消 防 団 長

上郡消防署長副 町 長
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業や生活に必要な物資調達等に従事し、または一時的に避難しているとき。 

⑤　家族の安全が確保できていないとき。 
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避難活動、通信情報活動、災害発生後の活動、応急対策活動につい
て、以下の各節（災害対策）に定めのない事項については風水害応急
対応計画に定める関係各節を準用する。 
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列車の衝突等による多数の死傷者等の発生といった鉄道災害が発生した場合は、町、

鉄道事業者、警察、県等の関係機関は相互に連携し、救出救助、医療救護、消火活動、

広報等の対策を実施する。 

対 策 の 体 系

第１　災害情報の収集・連絡  

第２　町の対策活動 

実 施 主 体

取 組 内 容

鉄

道

事

業

者

町（消防署、本部事務

警　察　署 警 察 本 部

兵　庫　県

近

畿

運

輸

局



　第２章　災害対策期の活動　 

406 

第
４
部
　
大
規
模
事
故
等
応
急
対
応
計
画

Ⅲ
　
災
害
応
急
対
応
計
画

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①　死者３人以上又は死者・負傷者 10人以上発生したもの又は発生のおそれがあるもの 

②　列車火災 

③　報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いと認められるもの
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道路構造物の被災等による多数の死傷者等の発生といった道路災害や災害につなが

る自動車事故等が発生した場合は、町、各道路管理者、警察、県等の関係機関は相互に

連携し、救出救助、医療救護、消火活動、広報等の対策を実施する。 

対 策 の 体 系

第１　災害情報の収集・連絡 

第２　町の対策活動 

第３　道路管理者の対策活動 

実 施 主 体

取 組 内 容
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①　死者３人以上又は死者・負傷者 10 人以上発生したもの又は発生のおそれがあるもの 

②　トンネル内車両火災 

③　報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いと認められるもの
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航空機の墜落等による多数の死傷者等の発生といった航空災害が発生した場合は、

町、航空運送事業者、警察、県等の関係機関は相互に連携し、救出救助、医療救護、消

火活動、広報等の対策を実施する。 

対 策 の 体 系

第 1　災害情報の収集・連絡 

第 2　町の対策活動 

実 施 主 体

取 組 内 容
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兵 庫 県町（消防署、本部事務局）
目

撃

者

等

警 察 本 部警 察 署

航空運送事業者大阪空港事務所

航空機事故調査委員会国土交通省

①　死者３人以上又は死者・負傷者 10 人以上発生したもの又は発生のおそれがあるもの 

②　航空機火災 

③　報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いと認められるもの
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石油類等の危険物、高圧ガス、火薬類、毒物・劇物又は有害物質（以下「危険物等」

という。）の漏えい、流出、飛散又は危険物等による火災、爆発が発生した場合は、町、

関係事業者、警察、県等の関係機関は相互に連携し、救出救助、医療救護、消火活動、

広報等の対策を実施する。 

対 策 の 体 系

第１　災害情報の収集・連絡等  

第２　石油類等危険物対策  

第３　高圧ガス対策 

第４　火薬類対策  

第５　毒物・劇物対策 

第６　有害物質対策 

実 施 主 体

取 組 内 容
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発

災

事

業

所

目

撃

者

町 

（本部事務局）

警　察　署

消　防　庁

経済産業省

厚生労働省警 察 本 部

兵　庫　県
高圧ガス 

火薬類

危険物

毒物・劇物

消　防　署

①　死者３人以上又は死者・負傷者 10 人以上発生したもの又は発生のおそれがあるもの 

②　死者（交通事故によるものを除く）・行方不明の発生したもの 

③　負傷者が５人以上発生したもの 

④　周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により建物等に被害を及ぼした

もの 

⑤　500 キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故 

⑥　海上、河川への危険物等流出事故 

⑦　高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う、火災・危険物等の漏えい事故 
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事故が発生した場合は、国の関係省庁において安全対

策がとられる。町は、国が実施する安全対策に県とともに協力、支援して、円滑な対策

活動を実施する。 

対 策 の 体 系

第１　災害情報の収集・連絡  

第２　応急対策活動  

第３　広報活動 

第４　災害復旧 

実 施 主 体

取 組 内 容
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関係省庁放

射

性

物

質

取

扱

事

業

所

等

文部科学省等

兵 庫 県消防本部 消 防 庁最寄りの 
消 防 署 
（本署・ 
分署等）

上 郡 町

警 察 庁警 察 本 部
最寄りの 
警 察 署

①　死者３人以上又は死者・負傷者 10 人以上発生したもの又は発生のおそれがあるもの 

②　原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放射線の漏えい

があったもの 

③　放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質等の運搬中に

事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの 

④　原子力災害対策特別措置法第 10 条の規定により、原子力事業者から基準以上の放射線

が検出される等の事象の通報が町長にあったもの 

⑤　放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射線の漏えい

があったもの 

⑥　報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いと認められるもの
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幼稚園・保育所

 

 

 

 

町  

 

 

 

 

 

 

 

(5) 町は、災害等やむを得ない理由で広域避難の受入れが困難となった場合、速やかに県に報

告する。 
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林野火災により広範囲に渡る林野の焼失等が発生した場合は、町、消防、警察等の関

係機関は相互に連携し、消火活動、避難、広報等の対策を実施する。 

対 策 の 体 系

第１　災害情報の収集・連絡 

第２　町の対策活動 

実 施 主 体

取 組 内 容
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避難指示  

 

 

 

 

①　死者３人以上又は死者・負傷者 10 人以上発生したもの又は発生のおそれがあるもの 

②　焼損面積 10ha 以上と推定されるもの 

③　空中消火を要請したもの 

④　住宅等へ延焼するおそれがある社会的に影響度が高いもの 

⑤　報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いと認められるもの
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